
寄せられた意見とそれに対する市の考え方 

 令和２年２月１３日から３月１４日までの３１日間，市民の皆さんから「守谷市

都市計画マスタープラン（案）」及び「守谷市立地適正化計画（案）」に対する意見

を募集しました。 

 この期間，市民の皆さんから寄せられた御意見及び御意見に対する当市の考え方

は次のとおりです。 

 

 

１．守谷市都市計画マスタープランについて ２１件 

 

◎守谷城址公園の整備について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

守谷城址公園は，市内で最も広い緑地

空間であり貴重な資源である。そこで，

市民誰もがいつでもふれあえる公園・緑

地として公園全体の計画を策定するな

ど，より具体的な方針を示してほしい。 

１ ◇原案どおりとします 

 ご意見のとおり，守谷城址公園は貴重

な資源であり，今後の公園のあり方を検

討していくことは守谷市にとって必要

であると考えます。しかし，都市計画マ

スタープランにおいては，市全体の都市

計画の方針を定めるものであるため，特

定の公園や道路等の具体的な計画を示

すものではありません。 

なお，いただいたご意見については参

考にさせていただきます。 

 

◎県道取手豊岡線（県道５８号線）について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 現在，県道５８号線は，滝下橋が狭い

ため朝夕のラッシュ時には上り・下り共

に渋滞が激しくなっている。 

 その解消のためなどで都市計画道路

（供平板戸井線）が決定されているが，

その早期整備が急務であり，土地買収を

はじめ開通の記述をお願いしたい。 

１ ◇原案どおりとします 

 ご意見のとおり，朝夕のラッシュ時の

滝下橋周辺は渋滞が発生するため市民

要望も多くあり，守谷市としても早急な

整備を望んでおります。 

しかし，都市計画マスタープランは特

定の道路について具体的な計画等を示

すものではありません。 

なお，すでに事業主体である茨城県に

対し早期整備について強く要望してお

ります。 

 

◎稲戸井調節池の利活用について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 稲戸井調節池に関する記述が統一さ

れているとは言い難い。そこで，その利

活用についての方向性を明確に示して

１ ◇原案どおりとします 

当該地の利活用については，今後具体

的に方針を決めていくことになります。 



ほしい。 

 

表記が異なることにつきましては，現

時点では，当該地を緑との調和を図りな

がら運動場を整備する方針であるため，

骨格構造図では「一団の緑地保全ゾー

ン」とし，自然環境の保全・公園緑地整

備方針図では「運動場」としております。 

 

◎豊かな環境・風土の保全と継承について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 保全・継承する公園として，Ⅱ－20ペ

ージに挙げられている北園森林公園・守

谷城址公園・各大規模住宅団地内の公園

を考えているようであるが，既存の施設

の保全・継承を前提にすると人口動向の

変化や社会の変化に対応できない。 

現市民及び次世代市民のための先見

的で発展性・展望のある緑環境の計画・

整備が必要である。 

１ ◇原案どおりとします 

保全・継承する公園としては，既存の

公園のみではなく，新しく整備する公園

も含んでおります。 

市民の学習や憩いの資源として活用・

管理する際に，将来を見据えた具体的な

整備計画を検討してまいります。 

 

◎水と緑と歴史のふれあい拠点について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 Ⅲ－11ページ「水と緑と歴史のふれあ

い拠点」において，「プロムナード水路」

は，依然として放射能汚染のため立入禁

止措置が取られているため，親水性のあ

る歩行路を実現することは不可能であ

る。 

「水と緑と歴史のふれあい拠点」とし

て，水辺環境資源の積極的活用と河川管

理の重要性を知る施設や水害回避策な

どを学ぶことができる施設を計画する

べきである。 

稲戸井調節池の公園整備では，運動場

はすでに十分であるため，こうした観点

で行うべきである。市民の要望を汲んだ

令和時代に相応しい市民による市民の

ための公園整備を計画するべきである。 

１ ◇原案どおりとします 

プロムナード水路は，年２回の放射能

測定により，徐々に放射能による汚染が

弱まってきていることがわかっており

ます。将来的には，建設当初の人体に影

響のないものになると考えていること

から，親水性のある歩行路としてプロム

ナード水路を明記しております。 

市民の皆様が学ぶための施設は，ご意

見を参考にさせていただき，防災の観点

からも今後検討してまいります。 

稲戸井調節池の公園整備は，「水と緑」

と「運動場」などを調和した複合的な整

備を検討しております。具体的な整備計

画については，皆様のご意見を参考に検

討してまいります。 

 

◎稲戸井調節池の利活用について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 市民が水と親しめる親水公園の建設

を提案する。 

既に大利根運動公園があるため，新し

く運動場を作る必要はない。守谷市は利

１ ◇原案どおりとします 

当該地は，親水公園及び運動場などの

複合的な空間整備を想定しております。 

ご意見のとおり，守谷市は利根川・鬼



根川・鬼怒川・小貝川の３つの河川に囲

まれているが，市民が水と親しめる公園

がない。 

水と緑に囲まれた豊かな自然を感じ

取れるような水に親しむ憩いの場所を

建設してはどうか。 

怒川・小貝川の３つの河川に囲まれてお

りますが，水を生かした施設がありませ

ん。水と親しむことのできる親水公園を

整備し，守谷市の魅力が向上するような

場所を作りたいと考えております。 

具体的な整備計画については，今後皆

様の意見を参考に検討してまいります。 

 

◎四季の里公園の再生と公園エリアの地域エリア変更について 

（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 四季の里公園は，建設当初と比較して

価値が落ちている。各花の見頃の時期に

行っても美しい姿は見られない。剪定に

問題があるのではないか。 

そこで，四季の里公園の地区エリアを

大柏・野木崎地区から北守谷・立沢に変

更し，北守谷・立沢の市民が市と協働で

管理をすれば市民の憩いの場所として

特長を生かした公園に改善推進できる

と考える。 

 

１ ◇原案どおりとします 

公園の価値向上に向け，管理方法を見

直すなど検討をしてまいります。 

エリアにつきまして，前向きなご意見

をいただきありがとうございます。市民

と行政の協働のまちづくりは必要不可

欠なものではありますが，守谷市都市計

画マスタープランにおける地区分けは，

現在の市街地や集落の分布状況などを

勘案して地域分けをしております。 

四季の里公園は守谷町工業団地土地

区画整理事業の区域内にあるため公園

のみ地区を変更することは好ましくな

いと考え，原案のとおり大柏・野木崎地

区といたします。 

 

◎守谷市都市計画マスタープランの見直しについて（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 今後20年間を想定した計画であるが，

想定のとおりにならないことも考えら

れ，柔軟に修正を加えていく必要がある

ということを明記してほしい。 

１ ◇原案どおりとします 

ご意見のとおりですが，見直しについ

ては本文に記載のとおり基本的におお

むね５年ごとに都市計画基礎調査の結

果等を踏まえながら行ってまいります。

また，必要に応じて適宜見直しを行って

まいります。 

 

◎守谷市都市計画マスタープランの考え方について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 総合計画では「緑きらめき人が輝く絆

つなぐまちもりや」，「誰もが幸せに暮ら

し続けることができるまちを創る」とい

う将来像と理念を掲げているが，マスタ

ープランでは市民の心の豊かさや幸せ

１ ◇原案どおりとします 

都市づくりの目標となる将来都市像

を「緑きらめく大地で人々がふれあい，

幸せに暮らし続けるまち」と定め，市民

の心の豊かさや幸せが実感できるまち



にフォーカスしきれていない部分があ

るので，見直しを検討してほしい。 

づくりを行ってまいります。 

 

◎景観形成重点地区の指定区域の拡大について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 「守谷駅周辺商業Ａ地区」のみではな

く「守谷駅周辺地区」の全域を景観形成

重点地区としてほしい。また，この地区

に対して規制をかけてほしい。 

１ ◇原案どおりとします 

景観形成重点地区は，「守谷市景観計

画（平成 24 年 12 月策定）」により定め

られております。守谷市都市計画マスタ

ープランでは景観形成重点地区を個別

で定めることはできないため，守谷市景

観計画より抜粋して掲載いたしました。 

守谷駅周辺地区は守谷市の顔となる

地区であるため，良好な景観が特に求め

られると考えております。「守谷市景観

計画」の見直しの際に改めて検討させて

いただきます。 

 

 

◎守谷駅前の高さ制限について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 守谷市が，高層ビルが立ち並ぶ人の温

かみを感じない近代的な街である必要

はないと思う。高層ビルは健康被害のリ

スクが高くなるという報告もある。 

高さ制限などの制約を設けてほしい。 

１ ◇原案どおりとします 

守谷駅周辺の都市計画決定上の用途

地域「商業地域」及び「近隣商業施設（一

部）」については，様々な都市機能施設を

集約したいと考えているため高さ制限

は設けておりません。 

しかし，上記以外の場所については高

さ制限を設けており，高層ビルなどが建

設できないようになっております。 

 

 

◎空家・空地対策について（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 空家問題が深刻となっている地域に

ついて，その原因と具体的な対策をマス

タープランで提示してほしい。 

例えば，原因の一つとしてアクセスの

不便さが考えられるので，つくばエクス

プレスの終電までバスを走らせて公共

交通ネットワークの拡充を図るなどの

対策を示してほしい。 

 

１ ◇原案どおりとします 

具体的な対策については「守谷市空家

等対策計画」及び「守谷市地域公共交通

網形成計画」において定めております。 

各計画の見直しの際には，いただいた

ご意見を参考に検討してまいります。 

 



◎暫く続く人口増加を加速させ，子の増加・発展による，高齢化対策と公共交通維持の解

決                      （守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅱ－26 ページ，「（2）都市づくりの主

要課題の整理」において，守谷市では以

下のような攻めの姿勢での課題解決が

可能なのではないか。 

・子育て世代にとって魅力的な街を目指

し，子を増やす事での高齢化社会の抑止 

・上野東京ラインの秋葉原駅新設を要請

し，将来的な羽田空港を含む各地域への

1回乗り換え到達範囲の拡大と，TXの東

京延伸を見据えたオフィスの増加や大

学キャンパスの守谷駅徒歩圏への誘致 

・TX の 160ｋｍ/ｈ運転の実現による都

内との時間的距離の短縮 

・守谷スマート IC 設置を見据えた工場

や研究施設の誘致 

・常総線の新駅設置による不動産価値の

向上 

・これらによる税収の増加 

これらは茨城県の課題解決にも有効な

ので，県にも働きかけを強化することが

必要である。 

 

 「③明確な都市構造，快適な都市空間

の形成」は今後 10 年を目標に加速させ

て実施し，自然と調和した上での計画開

発住宅市街地の拡大と近隣サービス商

業地の適切配置，高齢社会に対応するだ

けではない，子ども，子育て世代も含む

すべての人が安全で快適に利用できる

交通基盤を整えることを行ってくださ

い。 

１ ◇原案どおりとします。 

 都市計画マスタープランは，市全体の

都市計画の基本方針を定めるものであ

るため具体的な計画を示すものではあ

りません。ご意見については，具体的な

計画の際に参考とさせていただきます。 

 

◎公共交通利用を考慮した子育て施設の配置（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 Ⅱ－26ページ，「④高齢社会に対応し，

人口減少を抑制する身近な生活基盤の

整備と職場の確保」において，親の公共

交通での通勤の視点や公共交通の維持

の観点から公共交通での通所が便利な

施設配置とすることが望ましいため，児

童福祉施設について以下のとおり文言

１ ◇原案の修正を行います。 

文言を以下のとおり修正します。「ま

た，子育てしやすい都市環境・地域社会

を維持・形成するために，児童福祉施設

について生活動線や公共交通利用も考

慮した計画的配置や通学路の安全確保

に取り組む必要があります。」 



を変更する。「また，子育てしやすい都市

環境・地域社会を維持・形成するために，

児童福祉施設について親の生活動線や

公共交通利用も考慮した計画的配置や

通学路の安全確保に取り組む必要があ

ります。」 

 

 

◎常総線の新駅設置に伴う計画開発住宅市街地の魅力向上 

（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅲ－15 ページ，「②土地利用の類型と

配置方針」の「計画開発住宅市街地」に

ついては，松並青葉地区への新駅設置，

松ケ丘～けやき台付近への新駅設置を

行い，本数の少ないモコバスを常総線に

平行に走らせるのではなく，本数の多い

常総線を活用した市街地形成を行うこ

とで利便性が向上するのではないか。 

 

人口・世帯数の減少や空家・空家が見

られるようになった既存住宅団地につ

いては，スーパーなどの日常生活で必ず

必要となる施設を徒歩圏に設置するこ

とやバスの利便性向上（本数の増便だけ

ではなく，バス利用を前提としたまちづ

くりを行った結果としての利便性向上）

による既存住宅団地の魅力向上が必要

と考える。 

１ ◇原案どおりとします。 

 常総線新駅の整備については，新駅建

設費用，周辺の道路整備など，多額の地

元負担と整備の時間，関係機関との協議

が必要です。そのため，鉄道よりも小回

りが利くバスネットワークによる「コン

パクト・プラス・ネットワーク」を推進

することとしています。 

 また，「団地センターの地区生活拠点

としての都市機能維持，再配置」の具体

的な取り組みには，スーパーなどの日常

生活で必要となる施設の設置も含まれ

ています。 

 

◎公共交通利用の向上や渋滞解消に効果的な「西口大柏線」の早急な整備 

（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅲ－18 ページ，「①交通体系形成の基

本的な方針」の「地区の生活交通の利便

性の向上」において，「西口大柏線」は守

谷駅西口から市役所付近まで続く「市役

所通り」として活用することができ，県

道野田牛久線の渋滞緩和とバスルート

の移設が可能であることから，整備優先

順位を変更し「みずき野大日線」よりも

先に整備する必要がある。 

１ ◇原案どおりとします。 

 道路の整備については，優先順位も含

め，社会情勢の変化に基づく必要性や市

の財政状況，費用対効果などを考慮し決

定します。市が整備する都市計画道路の

内未整備区間があるのは「坂町清水線」，

「みずき野大日線」，「西口大柏線」の 3

路線となりますが，この内，「坂町清水

線」，「みずき野大日線」については，守

谷駅周辺の交通渋滞への対応及び通学

路の安全確保の観点から早期整備の必

要な路線として事業を実施するため，す



でに事業認可を受け事業に着手してお

ります。よって整備優先順位の見直しは

できません。 

 

◎都市軸道路の利根川架橋区間や守谷サービスエリアへのスマート IC開設後の交通動向

を踏まえた都市計画道路の追加         （守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅲ－19 ページ，「②道路整備の方針」

の「地区幹線道路」において，薬師台の

東端を抜け道として通る交通が多く，都

市軸道路の利根川架橋区間や守谷サー

ビスエリアへのスマート IC が設置され

た場合，天神北交差点の北側から右折す

るための渋滞が考えられ，渋滞をさける

抜け道交通が増加する懸念があるため，

守谷市市民交流プラザ付近から，立沢を

経由しアサヒビール工場付近（立沢交差

点）への新道路が必要である。 

１ ◇原案どおりとします。 

 都市計画道路網については，平成30年

度に常磐自動車道へのスマート IC 設置

後の交通量も考慮した見直しを行って

おり，都市計画道路の整備が完了すれば

スムーズな交通が確保され，渋滞等の発

生はなくなる計画となっております。 

 

 

◎公共交通の整備方針への常総線新駅設置検討文言の追加 

（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅲ－19 ページ，「③公共交通の整備方

針」の「鉄道交通」に以下の文言を追加

する。 

「また，取手市区間と比較し駅間距離

の長い新守谷～守谷間の松並青葉地区

への新駅設置，守谷～南守谷間の新駅設

置を検討します。 

１ ◇原案どおりとします。 

 常総線新駅の整備については，新駅建

設費用，周辺の道路整備など，多額の地

元負担と整備の時間，関係機関との協議

が必要です。そのため，鉄道よりも小回

りが利くバスネットワークによる「コン

パクト・プラス・ネットワーク」を推進

することとしています。 

 

◎守谷駅から市役所への歩行空間の早期整備（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅲ－24 ページ，〈豊かな歩行空間の広

がる公益施設ゾーン〉に市役所周辺の行

政文化拠点地区～中央公民館周辺地区

～守谷駅周辺都市中心拠点地区をつな

ぐ西口大柏線の優先整備を行って，各地

区間を連携する歩行者空間の整備を行

ってください。 

１ ◇原案どおりとします。 

 道路の整備については，優先順位も含

め，社会情勢の変化に基づく必要性や市

の財政状況，費用対効果などを考慮し決

定します。市が整備する都市計画道路の

内未整備区間があるのは「坂町清水線」，

「みずき野大日線」，「西口大柏線」の 3

路線となりますが，この内，「坂町清水

線」，「みずき野大日線」については，守

谷駅周辺の交通渋滞への対応及び通学



路の安全確保の観点から早期整備の必

要な路線として事業を実施するため，す

でに事業認可を受け事業に着手してお

ります。よって整備優先順位の見直しは

できません。 

 

◎北守谷地区の生活環境改善策の最東への偏りの是正（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅳ－8～Ⅳ－10ページ，「2．地区別構

想」の「（2）北守谷・立沢地区」におい

て，計画開発住宅市街地で，この地区（薬

師台の南側・松前台の西側）だけが徒歩

圏で食料品・日用品の購入のできる店舗

のない地域である現状から以下の文言

を追加する。 

「・北守谷地域南側の薬師台周辺にお

いては，抜け道交通対策としての守谷市

市民交流プラザ付近から立沢を経由し

アサヒビール工場付近（立沢交差点）へ

の新道路を計画し，また地域生活を支え

る産業機能を適切に配置することで，地

区の生活基盤の構築を行います。」，「・北

守谷地域西側の松前台周辺においては，

都市計画道路供平板戸井線の整備と連

携し，地区の生活基盤の構築を行いま

す。」 

１ ◇原案どおりとします。 

 都市計画道路網については，平成30年

度に常磐自動車道へのスマート IC 設置

後の交通量も考慮した見直しを行って

おり，都市計画道路の整備が完了すれば

スムーズな交通が確保され，渋滞等の発

生はなくなる計画となっております。 

 都市計画道路供平板戸井線の整備と

連携した地区生活基盤の構築について

は，供平板戸井線沿線の都市的土地利用

を行うためには計画的な開発による市

街化区域への編入等が必要となること

から今後の社会情勢，地元の意向などを

考慮し検討していきます。 

 

◎みずき野地区の戸頭駅及び周辺商業施設，国道 294号へのアクセス改善 

（守谷市都市計画マスタープラン） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

Ⅳ－24～Ⅳ－26ページ，「2．地区別構

想」の「（6）みずき野・同地・赤法花地

区」において，戸頭駅方面へは一部歩行

者専用道とすることで国道294号への通

り抜け抑制を行っているように見える

が，戸頭駅南側の取手市地域は多くの商

業施設があることから，連絡強化を図る

ため戸頭駅へ向かう歩行者専用道を廃

止し，車道として整備し直し，戸頭駅並

びに国道294号へのアクセスを改善させ

るとともに，戸頭駅北側への改札口の設

置，北側駅前ロータリーの新設を取手市

と共同で行うことで，みずき野地区の生

活環境の向上が図れる。 

１ ◇原案どおりとします。 

 国道 294号へのアクセスについては，

乙子立体交差の整備により改善が進ん

でおります。みずき野地区の歩行者専用

道路は，通過交通排除の目的があるた

め，地元との調整も必要であり今後の検

討課題といたします。 

 



２．守谷市立地適正化計画について １２件 

 

◎守谷駅周辺のにぎわいの創出について（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 守谷駅周辺のにぎわいの創出のため，

広域的商業施設や文化・サービス施設な

どの整備を進めることを要望する。 

１ ◇原案どおりとします 

守谷駅周辺の「都市機能誘導区域」に

誘導していく施設として定めた「誘導施

設」において，広域的商業施設には「シ

ョッピングモール系商業施設」を設定

し，文化・サービス施設には「コンベン

ション施設，博物館・美術館，映画館・

劇場・観覧場，図書館」を設定しました。 

当計画においては，整備に関する記述

はいたしませんが，今後のまちづくりに

ついては，守谷駅周辺のにぎわい創出に

向けて，土地の所有者等と協働・連携し

ながら整備を促進していきたいと考え

ております。 

 

◎評価サイクルについて（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 ５年間の評価サイクルを３年間にす

る。守谷駅周辺の生活利便性を高め，に

ぎわいを創出するためにはＰＤＣＡサ

イクルを早める必要がある。早く駅周辺

の都市機能の充実を図らないと新しい

住民を同じ TX 線上の他駅に取られるだ

ろう。 

１ ◇原案どおりとします 

都市再生特別措置法及び都市計画運

用指針において，立地適正化計画策定後

の調査・分析・評価は，都市計画基礎調

査及び国勢調査の実施サイクル５年と

合わせ，おおむね５年ごとに行うものと

されております。 

守谷市においても基本的に５年のサ

イクルで見直しを行うものとし，必要に

応じて適宜見直しを行ってまいります。 

 

◎守谷市立地適正化計画の必要性について（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 守谷市の人口密度は茨城県の 44 市町

村のうち圧倒的な１位であり，すでにコ

ンパクト・プラス・ネットワークが実現

されているので，立地適正化計画を作る

必要はないと思う。不必要なハード面に

税金が使われないようにしてほしい。 

１ ◇原案どおりとします 

ご意見のとおり，守谷市はすでにコン

パクトな都市であり，この計画を立てる

必要はないという考え方もございます。 

しかし，将来的には守谷市においても

人口減少が始まることが予測されてい

るため，空家の増加や都市機能施設への

アクセス等の課題が深刻化する前に対

策を考えることが必要となります。 

また，計画に沿ったまちづくりを行う



際には，国の助成措置等が検討できま

す。 

将来を見据えていつまでも持続可能

な都市であり続けるために，立地適正化

計画を策定いたしました。 

 

 

◎徒歩圏説明の誤植訂正について（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

4－7ページ，「2）居住誘導区域の設定

方針」の「①生活利便性が確保される区

域」の「基幹的公共交通路線徒歩圏」の

図において，30本／日以上の運行頻度が

あるバス停に本数の少ない「松前台七丁

目」バス停が入っており，本数の多い「守

谷高校入口」が入っていない。 

 

１ ◇原案の修正を行います。 

 基幹的公共交通路線に「守谷高校入

口」バス停を加え，「松前台七丁目」バス

停を外します。  

また，同様に基幹的公共交通路線徒歩

圏に関連する 2－17ページ，資料－13の

図も修正します。 

 

◎新駅設置による常総線の有効活用（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

6－5 ページ，「（3）公共交通に係る施

策設定の考え方」において，バスより本

数の多い常総線を活用し，公共交通を維

持するため，以下の文言を追加する。 

「さらに，市内を縦貫する常総線を有

効活用し，取手市区間と比較し駅間距離

の長い新守谷～守谷間の松並地区への

新駅設置，守谷～南守谷間の新駅設置を

検討します。」 

 

１ ◇原案どおりとします。 

 常総線新駅の整備については，新駅建

設費用，周辺の道路整備など，多額の地

元負担と整備の時間，関係機関との協議

が必要です。そのため，鉄道よりも小回

りが利くバスネットワークによる「コン

パクト・プラス・ネットワーク」を推進

することとしています。 

 

◎医療・福祉のみではなく，徒歩圏で日常生活が送れる環境の整備 

（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

6－９ページ，「居住 1 構想中の市街地

整備事業と合わせた副次拠点機能の導

入検討」，「b．生活利便施設の確保」の【具

体的な取組例】において，医療施設・福

祉施設に加え，食料品の購入など毎日の

日常生活で必要なスーパーやコンビニ

等も既存大規模住宅団地センター地区

へ誘導する必要がある。 

 

１ ◇原案どおりとします。 

 構想中の市街地整備事業に合わせた

副次拠点機能の導入についての具体的

な取り組みを示したものであり，医療施

設・福祉施設については，将来の高齢者

の偏在状況により副次拠点から既存大

規模住宅団地への誘導も検討する必要

があることを記載したものです。 

 



◎つくばエクスプレスの東京延伸にむけた取り組みの追加（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

6－14ページ，「3）公共交通に係る施

策」の「交通 1 沿線自治体との連携によ

る鉄道の輸送力強化促進に以下の文言

を追加する。 

「さらに，国土交通省交通政策審議会

において纏められた「東京圏における今

後の都市鉄道の在り方（答申）」記載のつ

くばエクスプレスの東京延伸並びに東

京臨海部鉄道（構想）との相互直通運転

の早期実現について，国，県及び鉄道事

業者に要請していきます。」 

 

１ ◇原案どおりとします。 

 つくばエクスプレスの輸送力増強と

増強のために必要な施設の早期整備に

係る方針を示しました。その一つの取り

組みとして東京駅延伸も含まれており

ます。なお，上位計画である都市計画マ

スタープランの「公共交通の整備方針」

には，つくばエクスプレスの東京駅延伸

の促進について記載しております。 

 

◎未整備都市計画道路の整備優先順位の見直し（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

6－14ページ，「3）公共交通に係る施

策」の「交通 3 都市機能誘導区域との連

絡を強化する道路網の整備」において，

「西口大柏線」は守谷駅西口から市役所

付近まで続く「市役所通り」として活用

することができ，県道野田牛久線の渋滞

緩和とバスルートの移設が可能である

ことから，整備優先順位を変更し「みず

き野大日線」よりも先に整備する必要が

ある。そのため，以下の文言を追加する。 

「・都市計画道路の未整備区間の早期

整備にあたっては，整備優先順位の見直

しを行い，バス路線の移設が望め，かつ

バスによる公共等施設へのアクセス改

善が見込める路線を優先します。」 

１ ◇原案どおりとします。 

 道路の整備については，優先順位も含

め，社会情勢の変化に基づく必要性や市

の財政状況，費用対効果などを考慮し決

定します。市が整備する都市計画道路の

内未整備区間があるのは「坂町清水線」，

「みずき野大日線」，「西口大柏線」の 3

路線となりますが，この内，「坂町清水

線」，「みずき野大日線」については，守

谷駅周辺の交通渋滞への対応及び通学

路の安全確保の観点から早期整備の必

要な路線として事業を実施するため，す

でに事業認可を受け事業に着手してお

ります。よって整備優先順位の見直しは

できません。 

 

◎常総線への新駅設置検討文言の追加（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

6－15 ページ，「交通 7 鉄道駅，駅周

辺，公共施設周辺，道路空間のバリアフ

リー化の推進」において，以下の文言を

追加する。理由は「新駅設置による常総

線の有効活用」と同じ。 

「・歩いて暮らせる地域の拡大のた

め，新守谷～守谷間の松並青葉地区への

新駅設置，守谷～南守谷間の新駅設置を

検討します。」 

１ ◇原案どおりとします。 

 常総線新駅の整備については，新駅建

設費用，周辺の道路整備など，多額の地

元負担と整備の時間，関係機関との協議

が必要です。そのため，鉄道よりも小回

りが利くバスネットワークによる「コン

パクト・プラス・ネットワーク」を推進

することとしています。 



◎バス停へのアクセス改善とバス待ち環境の改善（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

 6－15 ページ，「交通 9 公共交通機関

のバリアフリー化の推進」において，薬

師台 5丁目西端から県道取手豊岡線への

歩行者道の整備と新バス停（薬師台入り

口）設置，及び利用者の多いバス停や乗

り換え推奨バス停への屋根設置推進の

ため以下の文言を追加する。 

「・バス停へのアクセス路の改善及び，

バス停屋根の設置等，天候によらず誰も

が利用しやすい公共交通の実現を目指

します。」 

１ ◇原案の修正を行います。 

「交通8身近な交通結節点におけるバ

リアフリー化の推進」の文言を以下のと

おり修正します。「バス停やパークアン

ドライドの乗り換え拠点などの身近な

交通結節点においては，バス停屋根の設

置等による利便性向上を図るとともに

アクセス道路の改善，点字ブロックの設

置，音声ガイドの設置などを推進し，バ

リアフリー化に努めます。」 

 

◎生活サービス施設（商業）徒歩圏と 2015年人口の範囲見直し 

（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

資料－11ページ，図「生活サービス施

設（商業）徒歩圏と 2015 年人口」にお

いて，「都市構造の評価に関するハンド

ブック（国土交通省都市局）」には，商業

施設に「市内の立地である」という条件

の記載はない。取手市，つくばみらい市

の施設も含める必要がある。 

１ ◇原案どおりとします。 

 都市機能（医療・福祉・商業等）を一

定の役割分担のもとで整備・利用するた

めに他市町村と連携し広域的な立地適

正化の方針を定めることもできますが，

守谷市立地適正化計画では市内を対象

としています。 

 

 

◎日常生活サービスの徒歩圏充足率の図の誤植修正（守谷市立地適正化計画） 

意 見 の 要 旨 件数 意見に対する市の考え 

資料－12 ページ，資料－13 ページ，図

「a．生活サービス施設徒歩圏と 2015年

人口」，「ｂ．基幹的公共交通徒歩圏と

2015 年人口」に誤植がある。 

「a．生活サービス施設徒歩圏と 2015

年人口」は，「生活サービス施設（医療・

福祉・商業）から 800mかつ基幹的公共

交通路線の徒歩圏（鉄道駅から 800ｍ・

バス停から 300ｍ）」と記載されている

が，明らかに不自然である。 

「ｂ．基幹的公共交通徒歩圏と 2015

年人口」は「徒歩圏説明の誤植訂正」と

同じ。 

１ ◇原案の修正を行います。 

「生活サービス施設徒歩圏」は，800圏

内に医療施設・福祉施設・商業施設が全

てあるエリアです。「日常生活サービス

徒歩圏」は「生活サービス施設徒歩圏」

と「基幹的公共交通徒歩圏」の両方を満

たすエリアです。わかりやすくするため

に図面と説明を追加します。 

また，「ｂ．基幹的公共交通徒歩圏と

2015 年人口」の図について「徒歩圏説明

の誤植訂正」と同様に修正します。 

 

 


